
 

最低売払価格の設定方法 

最低売払価格は、土地の評価額から、建物解体撤去費用を控除した額で設定しています。 

 

落札者の土地評価が、建物解体費を上回る場合は、落札金額がプラスとなり、「建物解体撤去条件付

土地売買契約」となります。 

落札者の土地評価が、解体費と同額又は下回る場合は、落札額が０円またはマイナスとなり、その差

額を市が負担する「建物解体撤去条件付土地無償譲渡契約」となります。 

ただし、入札額が最低売払価格を下回った場合は落札できません。 

入札価格の例 

 Ｐ社 Ｑ社 Ｒ社 Ｓ社 

Ａ解体後の本件土地 

の価格 

５億円 ４億３，０００万円 ５億円 ５億円 

Ｂ土地を活用するた 

めに必要な既存建物 

の解体費等の諸費用 

５億円 ４億２，０００万円 ７億円 ９億円 

Ａ－Ｂ ＝入札額 ０円 １，０００万円 －２億円 －４億円 

入札価格の高い順位 ２ １（落札者） ３ 失格 

 

落札金額がプラス 落札金額がマイナス 

＞ 土地評価額 

解体費 

売買代金 

負担金 

土地評価額 

（市負担） 

≦ 解体費 

建物解体撤去条件付土地売買 建物解体撤去条件付土地無償譲渡 

入札の考え方 


